
 - 1 -

船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 油送船 第十七永進丸 

   船 舶 番 号 １３５４９６ 

   総 ト ン 数 ３,８０７トン 

 

   船 種 船 名 ケミカルタンカー COSMO BUSAN 

   ＩＭＯ番号 ９００５９５０ 

   総 ト ン 数 ４９９トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２１年１２月２１日 ２０時２１分ごろ 

   発 生 場 所 備讃瀬戸北航路及び水島航路の交差部  

          香川県坂出市 鍋島灯台から真方位２６２°１.１海里付近 

          （概位 北緯３４°２２.８′ 東経１３３°４８.１′） 

 

 

                       平成２３年６月３０日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘  

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長）   

                     委   員  山 本 哲 也 

                                     委   員  石 川 敏 行 

                                     委   員  根 本 美 奈   

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 油送船第十七永
えい

進
しん

丸は、船長ほか１１人が乗り組み、岡山県倉敷市水島港を出港し

て水島航路を南進中、ケミカルタンカーCOSMO
コ ス モ

 BUSAN
ブ サ ン

は、船長ほか８人が乗り組み、

備讃瀬戸北航路を西進中、平成２１年１２月２１日２０時２１分ごろ両航路の交差部

で両船が衝突した。 
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 第十七永進丸は、左舷船尾５番タンク付近に破口を生じて積荷のジェット燃料が海

上に流出し、COSMO BUSAN は、右舷船首部に亀裂などを生じたが、両船とも死傷者は

いなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２１年１２月２２日、本事故の調査を担当する主管調査

官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官ほか１人の船舶事故調査官

を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２１年１２月２３日、２４日、平成２２年１月７日 現場調査及び口述聴取 

平成２２年１月８日、１３日、３月８日、６月８日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航状況 

  海上保安庁備讃瀬戸海上交通センター（以下「備讃マーチス」という。）が受信

した第十七永進丸（以下「Ａ船」という。）及び COSMO BUSAN（以下「Ｂ船」とい

う。）の船舶自動識別装置(ＡＩＳ）*1 の情報記録（以下「ＡＩＳ記録」という。）

によれば、Ａ船及びＢ船の運航状況は、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船の運航状況 

    ① ２０時１２分０７秒ごろ、北緯３４°２４′３６.０７８″ 東経 

１３３°４７′２２.２９６″付近を、船首方位１４９°（真方位、以下

同じ。）、対地針路（以下｢針路｣という。）１５３°及び速力１３.０ノット

                         
*1  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種 

類、船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態等に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶 

相互間、陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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（kn）（対地速力、以下同じ。）で航行した。 

② ２０時１３分０７秒ごろ、北緯３４°２４′２４.３３０″東経 

１３３°４７′２９.０１０″付近を、船首方位１５７°、針路１５８°

及び１２.９kn で航行した。 

    ③ ２０時１５分０７秒ごろ、北緯３４°２４′００.５１０″東経 

１３３°４７′４０.６５６″付近を、船首方位１５８°、針路１５９°

及び速力１２.８kn で航行した。 

    ④ ２０時１６分０７秒ごろ、北緯３４°２３′４８.４３２″東経 

１３３°４７′４６.２９６″付近を、船首方位１５８°、針路１５９°

及び速力１３.０kn で航行した。 

    ⑤ ２０時１７分０６秒ごろ、北緯３４°２３′３６.２２２″東経 

１３３°４７′５１.５８２″付近を、船首方位１６０°、針路１６１°

及び速力１３.３kn で航行した。 

⑥ ２０時１８分０６秒ごろ、北緯３４°２３′２３.５５６″東経 

１３３°４７′５６.８５６″付近を、船首方位１５９°、針路１６０°

及び速力１３.５kn で航行した。 

⑦ ２０時１８分５６秒ごろ、北緯３４°２３′１２.８２８″東経 

１３３°４８′０１.０６８″付近を、船首方位１６１°、針路１６２°

及び速力１３.６kn で航行した。 

⑧ ２０時１９分５６秒ごろ、北緯３４°２２′５９.５８６″東経 

１３３°４８′０４.６２６″付近を、船首方位１６８°、針路１７１°

及び速力１３.６kn で航行した。 

⑨ ２０時２０分３４秒ごろ、北緯３４°２２′５１.１４４″東経 

１３３°４８′０６.１３２″付近を、船首方位１９５°、針路１８０°

及び速力１２.６kn で航行した。 

⑩ ２０時２１分００秒ごろ、北緯３４°２２′４６.７０４″東経 

１３３°４８′０４.１４６″付近を、船首方位２３２°、針路２１８°

及び速力１０.０kn で航行した。 

   (2) Ｂ船の運航状況 

    ① ２０時１０分０４秒ごろ、北緯３４°２２′５６.５８０″東経 

１３３°５０′２８.０８２″付近を、船首方位２８６°、針路２５０°

及び速力１０.３kn で航行した。 

② ２０時１１分０４秒ごろ、北緯３４°２２′５２.９８０″東経 

１３３°５０′１６.２００″付近を、船首方位２９０°、針路２５１°

及び速力１０.５kn で航行した。 
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③ ２０時１２分０４秒ごろ、北緯３４°２２′５０.５８０″東経 

１３３°５０′０３.６００″付近を、船首方位２９６°、針路２６０°

及び速力１０.８kn で航行した。 

④ ２０時１３分０５秒ごろ、北緯３４°２２′４９.１４０″東経 

１３３°４９′５０.４６０″付近を、船首方位２９７°、針路２６２°

及び速力１１.１kn で航行した。 

⑤ ２０時１４分０５秒ごろ、北緯３４°２２′４７.２２０″東経 

１３３°４９′３６.８４０″付近を、船首方位２９２°、針路２５８°

及び速力１１.５kn で航行した。 

⑥ ２０時１５分０５秒ごろ、北緯３４°２２′４５.１８０″東経 

１３３°４９′２３.１００″付近を、船首方位３０８°、針路２６８°

及び速力１１.４kn で航行した。 

⑦ ２０時１６分０５秒ごろ、北緯３４°２２′４６.２００″東経 

１３３°４９′０９.４５０″付近を、船首方位３１２°、針路２７７°

及び速力１１.２kn で航行した。 

⑧ ２０時１７分０５秒ごろ、北緯３４°２２′４７.８２０″東経 

１３３°４８′５６.１６０″付近を、船首方位３１１°、針路２７７°

及び速力１１.１kn で航行した。 

⑨ ２０時１８分０５秒ごろ、北緯３４°２２′４９.３２０″東経 

１３３°４８′４２.６６０″付近を、船首方位３１２°、針路２７８°

及び速力１１.０kn で航行した。 

⑩ ２０時１８分５５秒ごろ、北緯３４°２２′５０.４００″東経 

１３３°４８′３１.９８０″付近を、船首方位３１２°、針路２７５°

及び速力１１.１kn で航行した。 

⑪ ２０時２０分５８秒ごろ、北緯３４°２２′４８.０６０″東経 

１３３°４８′０５.７６０″付近を、船首方位２３９°、針路２３７°

及び速力８.１kn で航行した。 

（付図１ 事故発生場所及び付近、付図２ 推定航行経路図、付表１ Ａ船の 

ＡＩＳ記録、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録 参照） 

 

2.1.2 乗組員の口述による運航状況 

Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）、甲板手（以下「甲板手Ａ」という。）及

び甲板員（以下「甲板員Ａ」という。）並びにＢ船の船長（以下「船長Ｂ」とい

う。）、機関長（以下「機関長Ｂ」という。）及び甲板長（以下「甲板長Ｂ」とい

う。）の口述によれば、Ａ船及びＢ船の運航状況は、次のとおりであった。 
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(1) Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか１１人が乗り組み、ジェット燃料約５,０００kℓを積

載し、平成２１年１２月２１日１９時３０分ごろ水島港を出港して千葉県千

葉市千葉港に向かった。 

船長Ａは、出港時から操船の指揮を執り、船橋当直の甲板手Ａ及び甲板員

Ａを交代させながら操舵と見張りに就け、水島港港内航路から水島航路に入

り、同航路の西側を南進した。 

船長Ａは、２０時１２分ごろ、備讃マーチスから国際ＶＨＦ無線電話（以

下「ＶＨＦ」という。）により、北備讃瀬戸大橋の東方０.７海里（Ｍ）付近

をＢ船が西航中で、その後方約０.７Ｍを水島港向けのプッシャーバージ八

幡丸（以下「Ｃ船」という。）が航行しているので、Ｂ船とＣ船との間を南

下するのが安全である旨の情報提供を受けた。 

船長Ａは、レーダーによりＢ船及びＣ船の位置情報等を確認し、水島航路

と備讃瀬戸北航路（以下「北航路」という。）の交差部付近でＢ船と接近す

ることになることを知り、左転してＢ船の後方を通過することにした。 

見張りに就いていた甲板手Ａは、間もなく交差部に差し掛かるものの、操

舵室後方のチャートテーブルで航海日誌の記入やアルコールチェックの書類

などの作成を行った。 

船長Ａは、水島航路第７号灯浮標（以下「７号灯浮標」という。）を右舷

側に約０.１Ｍ隔てて通過したのち、２０時１６分ごろ、香川県本島東方沖

を針路約１６０°及び速力約１２.８kn で航行していたとき、左舷船首方の

北備讃瀬戸大橋付近に西進中のＢ船のマスト灯２個と右舷灯（緑灯）を初め

て視認し、間もなく、Ｂ船の左舷後方にＣ船のほか小型船１隻（ＡＩＳ情報

なし、以下「Ｄ船」という。）の灯火を視認したので、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船

の動向に注意していた。 

船長Ａは、２０時１８分ごろ、Ｂ船が方位に明確な変化がないまま接近し、

また、Ｄ船がＢ船の右舷側に進出して左舷灯（紅灯）を見せるようになって

北上を始め、Ａ船とＤ船が左舷を対して通過する態勢となったことから、Ｂ

船の後方を通過するために左転すれば、Ｄ船と接近することになり、左転し

てＢ船の後方に向けることが困難な状況となったが、減速せずに南進を続け

た。 

船長Ａは、２０時１９分ごろ（衝突の約２分前）、水島航路第５号灯浮標

（以下「５号灯浮標」という。）を右舷側に約０.１Ｍ隔てて通過したとき、

Ｂ船が左舷船首３０°０.５Ｍ付近に接近したが、Ｂ船を初認したとき、 

レーダーでＢ船との最接近距離が約０.２Ｍであることを確認したことやＡ
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船の速力がＢ船に比べて約１kn 速かったことから、少し右転すれば、Ｂ船

の船首方向を横切ることができると思い、右転して右舷船首方にある水島航

路第３号灯浮標（以下「３号灯浮標」という。）に向けた。 

船長Ａは、これまでも水島航路を南進中、両航路の交差部で北航路を西進

する船舶と接近した際、船首方向を通過させてくれた船舶がいたことから、

Ｂ船も船首方向を通過させてくれることを期待したが、２０時２０分ごろ

（衝突の約１分前）、Ｂ船が衝突するおそれがある態勢で左舷船首０.２Ｍ付

近に接近したので、衝突の危険を感じ、右舵１５°に続いて右舵３５°、更

に最大舵角の右舵５０°をとって右回頭を始めた。 

Ａ船は、２０時２１分ごろ、速力が約１１kn になったとき、Ａ船の左舷

船尾部とＢ船の右舷船首部とが後方から約１５～２０°の角度で衝突した。 

船長Ａは、衝突後、備讃マーチスからＶＨＦで呼び出されて事故の発生を

報告し、香川県牛島西方の航路外で錨泊した。 

(2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか８人が乗り組み、キシレン約１,１４０kℓを積載して

１２月１９日１６時４０分ごろ千葉港を出港し、瀬戸内海を経由して中華人

民共和国 常
チャン

熟
スー

港に向かった。 

船長Ｂは、船橋当直を、船長Ｂ、一等航海士及び二等航海士の３人による

４時間交替の３直制とし、船長Ｂには甲板長Ｂを、二等航海士には甲板員を

付けていたが、備讃瀬戸などの船舶が輻輳
ふくそう

する海域を通航する場合には、機

関当直員を昇橋させていた。 

船長Ｂは、２１日１９時００分ごろ、備讃瀬戸東航路（以下「東航路」と

いう。）の香川県高松市男木島北東方で昇橋し、１９時３０分ごろ一等航海

士から船橋当直を引き継ぎ、当直員の甲板長Ｂを手動操舵に就け、備讃瀬戸

の通航に際して昇橋した機関長Ｂを主機の遠隔操作に就けて東航路を西進し

た。 

船長Ｂは、北備讃瀬戸大橋の東方で、同大橋橋梁灯（Ｃ２灯）を船首目標

として針路約２６０°及び速力約１０.０kn で北航路のほぼ中央を航行した。 

船長Ｂは、北備讃瀬戸大橋を通過する頃、右舷船首方に水島航路を南進中

のＡ船のマスト灯２個及び左舷灯（紅灯）を初めて視認し、海上交通安全法

の規定により、水島航路を航行するＡ船が北航路を航行するＢ船を避航する

ので、針路及び速力を保持して航行していたところ、Ａ船がＢ船を避航しな

いで接近したことから、Ａ船が航路交差部で右転して北航路を西進すると 

思った。 

船長Ｂは、２０時２０分ごろ（衝突の約１分前）、Ａ船が右舷前方０.２Ｍ
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付近に接近したので衝突の危険を感じ、半速力前進としたのち、汽笛で短音

６回に引き続いて長音を吹鳴し、機関停止及び左舵一杯として左回頭中、Ｂ

船の右舷船首部とＡ船の左舷船尾部とが衝突した。 

Ｂ船は、フォアピークタンク付近に亀裂を生じて同タンクに浸水したが、

積荷の流出はなく、牛島西方沖に錨泊した。 

 

本事故の発生日時は、平成２１年１２月２１日２０時２１分ごろで、発生場所は、

鍋島灯台から２６２°１.１Ｍ付近であった。 

 

2.1.3 ＶＨＦによる交信状況 

   備讃マーチスのＶＨＦ交信記録によれば、１９時２０分～２０時５０分までの間 

におけるＡ船、Ｂ船及び備讃マーチスとの交信状況は、次のとおりであった。 

時 刻 使用チャンネル（ch） 内   容 

２０時１２分ごろ 

 

１６ch→１３ch （備讃マーチスからＡ船） 

西航船情報、橋の東７ケーブルＢ船

１０.２kn で西航中、この後さらに７

ケーブルあけてプッシャーバージ八幡

丸、これは水島行きです。したがっ

て、Ｂ船とＣ船の間を南下されるのが

安全かと思います。 

２０時１９分ごろ １６ch （備讃マーチスからＢ船） 

Ｂ船、減速、減速。 

２０時２３分ごろ １６ch→１３ch （備讃マーチスからＡ船） 

当たったんですか。 

（Ａ船から備讃マーチス） 

はい、接触しました。 

（備讃マーチスからＡ船） 

では、牛島の西方でアンカーして下さ

い。 

 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

死傷者はいなかった。 
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２.３ 船舶の損傷に関する情報 

船長Ａ及び船長Ｂの口述並びに両船の損傷写真によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

左舷船尾部５番タンク付近の外板に破口及び凹損を生じ、ハンドレールが倒

壊した。また、積荷のジェット燃料約１５kℓが流出したが、拡散蒸発して漁

業被害はなかった。 

(2) Ｂ船 

右舷船首部のベルマウス及びフォアピークタンク付近の外板に亀裂を生じた。 

（写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状況（左舷船尾部）、写真３ Ｂ船、写真４ 

Ｂ船の損傷状況（右舷船首部） 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

   ① 船長Ａ 男性 ５８歳 

      三級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 平成７年６月２９日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成１７年３月２日 

       免状有効期間満了日 平成２２年６月２８日 

   ② 船長Ｂ（大韓民国籍） 男性 ６６歳 

      一級海技士（航海）（大韓民国発給） 

  (2) 乗組員の主な乗船履歴等 

   ① 船長Ａ 

     船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

約２１年間北洋漁船などに乗り組み、その間、船長職や漁労長職に就いて

いた。平成７年ごろ興栄海運株式会社（以下「Ａ1 社」という。）に入社し、

タンカーに乗船して約１４～１５年になる。二等航海士及び一等航海士を経

て約１年前からＡ船の船長職に就いていた。Ａ船は、主として瀬戸内海を航

行しているので、事故現場付近海域は数え切れないくらい航海した経験があ

り、本事故現場付近海域の状況は良く知っていた。 

   ② 船長Ｂ 

     船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

約２０年間入隊していた海軍を退役し、４０歳の頃ケミカルタンカーに乗

船した。２００８年に約９か月間ＬＰＧタンカーに乗船したほかは、ケミカ

ルタンカーに乗船していた。１９９５年ごろから船長職に就き、２００９年

２月１日からＢ船の船長として乗船していた。瀬戸内海は月に６回ぐらい航
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行していたので、本事故現場付近海域の状況は良く知っていた。 

  (3) 健康状態 

   ① 船長Ａ 

     船長Ａの口述によれば、事故当時、健康状態は良好で、持病もなく、視力

は裸眼で両眼とも１.５、聴力は正常であり、医薬品の服用及びアルコール

類の摂取はなかった。 

   ② 船長Ｂ 

     船長Ｂの口述によれば、事故当時、健康状態は良好で、持病もなく、視力

は裸眼で両眼とも１.０、聴力は正常であり、医薬品の服用及びアルコール

類の摂取はなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     船 舶 番 号  １３５４９６ 

     船  籍  港  愛媛県松山市 

     船舶所有者  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、Ａ1社 

     船舶管理会社    Ａ1社 

船舶運航者  鶴見サンマリン株式会社（以下｢Ａ2社｣という。） 

     総 ト ン 数  ３,８０７トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １０４.０３ｍ×１６.００ｍ×８.５５ｍ 

     船    質  鋼 

     機 関  ディーゼル機関１基 

     出    力  ２,９４２kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ４翼可変ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  平成１１年９月２日 

   (2) Ｂ船 

     ＩＭＯ番号  ９００５９５０ 

     船  籍  港  済州
チェジュ

市（大韓民国） 

     船舶所有者  SHINHAN CAPITAL CO., LTD.（大韓民国） 

     船舶管理会社  COSMOS SHIPPING CO., LTD.（大韓民国） 

     総 ト ン 数  ４９９トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ６４.０５ｍ×１０.３０ｍ×４.５０ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 
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     出    力  ７３５kＷ（連続最大） 

     推  進  器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  １９９０年６月２０日 

乗 組 員  ９人（大韓民国籍３人、インドネシア共和国籍４人、中 

華人民共和国籍２人） 

 

 2.5.2 積載状態 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、水島港でジェット燃料約５,０００kℓを積載し、

出港時の喫水は、船首５.１０ｍ、船尾６.２０ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

      船長Ｂの口述及び積荷計画書によれば、千葉港でキシレン約１,１４０kℓ

を積載し、出港時の喫水は、船首３.５０ｍ、船尾４.２０ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶の設備等に関する情報 

   (1) Ａ船 

      Ａ船の操舵室には、自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ*2）付きのレーダー

２台、ＧＰＳプロッター及びＡＩＳが設置されていた。 

      船長Ａの口述によれば、事故当時、レーダー１台、ＧＰＳプロッター及び

ＡＩＳを作動しており、レーダーには、エコートレイル、ＡＲＰＡ及び 

ＡＩＳ情報を表示していた。灯火は、マスト灯２個、両舷灯、船尾灯及び危

険物積載船を示す紅色せん光灯を表示していた。船体、機関及び機器類に不

具合又は故障はなかった。 

   (2) Ｂ船 

      Ｂ船の操舵室には、レーダー２台（ＡＲＰＡなし）、ＧＰＳプロッター及

びＡＩＳが設置されていた。 

      船長Ｂの口述によれば、事故当時、レーダー２台、ＧＰＳプロッター及び

ＡＩＳを作動しており、灯火は、マスト灯２個、両舷灯及び船尾灯を表示し

ていた。海図は、ＪＰ１３７Ｂ（備讃瀬戸西部）を使用していた。船体、機

関及び機器類に不具合又は故障はなかった。 

 

                         
*2  「自動衝突予防援助装置（ＡＲＰＡ： Automatic Radar Plotting Aid）」とは、レーダーで探知 

した他船の映像の位置の変化をコンピュータで自動的に処理させ、他船の針路、速力、最接近時間、 

最接近距離、将来予測位置などを表示させるとともに、他船との接近により衝突の危険が予測され 

る場合に警報を発する機能を有する装置をいう。 
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２.６ 音響信号及び通信に関する情報 

 2.6.1 音響信号に関する情報 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、Ｂ船を初めて視認してから本事故発生時まで、汽

笛を使用しなかった。衝突前には、Ｂ船の汽笛音は聞こえなかった。 

   (2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、衝突直前、左舵一杯を指示する前、汽笛により短

音６回を連続して吹鳴したのち、約１分間吹鳴し続けた。 

 

 2.6.2 通信に関する情報 

   (1) Ａ船 

       備讃マーチスのＶＨＦ交信記録及び船長Ａの口述によれば、事故当時、船

長Ａは、ＶＨＦ１６ch を聴取しており、２０時１２分ごろ備讃マーチスか

ら呼び出されたので応答し、Ｂ船及びその後方のＣ船に関する情報を入手し

ていた。 

   (2) Ｂ船 

備讃マーチスのＶＨＦ交信記録及び船長Ｂの口述によれば、本事故当時、

船長Ｂは、ＶＨＦ１６ch を聴取しており、２０時１９分ごろ備讃マーチス

からＢ船に対し、減速するように通報が行われた。 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 本事故発生場所の南南西約１２.５㎞に位置する多度津特別地域気象測候

所の本事故当日２０時２０分の観測値は、次のとおりであった。 

     天気 晴れ、風向 西北西、風速 ２.２m/s、気温 ５.８℃ 

   (2) 海上保安庁発行の潮汐表及び潮流図によれば、本事故発生場所の南西約 

７.０km に位置する坂出港における事故当時の潮汐は、ほぼ低潮時で、事故

現場付近海域の潮流は、約０.７kn の西流があった。 

 

 2.7.2 乗組員の観測 

船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、本事故当時の気象及び海象は、次のとおりで

あった。 

   (1) 船長Ａ 

     天気  晴れ、風向  西、風速  約６～７m/s、視程  約６Ｍ、海上  平穏、

潮流  西流（流速不明） 
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   (2) 船長Ｂ 

     天気 曇り、風向 北西、風速 約８～９m/s、視程 約６Ｍ、波高 約

０.３～０.４ｍ 

 

２.８ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌及び海図Ｗ１３７Ｂ（備讃瀬戸西部）によれば、

次のとおりであった。 

備讃瀬戸には、海上交通安全法により６航路が設定されており、水島航路及び北航

路の一部（両航路の交差部付近）は、速力制限区間（対水速力１２kn）となっている。 

事故発生場所は、北航路と水島航路との交差部であり、北航路を西進する船舶と水

島航路を南進する船舶にとっては、香川県与島によって見通しが悪くなっており、北

航路を西進する船舶は、交差部付近で北航路を西進する船舶と右転して水島航路を北

進する船舶とに分かれ、一方、水島航路を南進する船舶は、水島航路をそのまま南進

して備讃瀬戸南航路に入る船舶と右転して北航路を西進する船舶とに分かれるなど、

交差部付近では見通しが悪い上に交通流が交錯することから、航行船舶にとって注意

を要するところとなっている。 

また、備讃マーチスでは、備讃瀬戸をレーダーサービスエリアとし、レーダー等に

より得られた各種情報を通航船舶等に提供している。 

  

２.９ Ａ船の安全管理 

  (1) 安全管理規程及び安全管理基準 

Ａ1 社の安全管理責任者の口述並びにＡ2 社の安全管理規程及び同規程に基

づく安全管理基準によれば、次のとおりであった。 

① 安全管理規程 

Ａ2 社は、安全管理体制を構築し、安全管理規程及び同規程に基づく安全

管理基準を定め、安全管理の組織として本社に安全統括管理者、運航管理者

及び副運航管理者を置くほか、本社及び大阪支店などに運航管理補助者を置

いている。 

   ② 安全管理基準 

     安全管理基準には、狭水道の航行について、次のとおり定められている。 

     狭水道を通過する場合は、以下の事項を順守すること。 

    ａ 狭水道を通狭するときには、手動操舵にて航行すること。 

    ｂ 船長は、スタンバイ地点及び船長が昇橋する地点を航海当直者に指示す

ること。 

    ｃ 航海当直者は、船長の指示した昇橋地点で船長に報告すること。 
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ｄ 船長は、機関当直者に連絡し、機関を直ちに使用できる状態にすること。 

ｅ 船長は、船橋で自ら操船の指揮をとること。 

ｆ 船長は、状況に応じ見張り員を増員すること。 

ｇ 船長を含み２人以上の当直体制とし、船位確認、他船の動静確認を徹

底する。また、役割分担を明確にすること。 

ｈ マーチス等、ＶＨＦによる呼びかけが自船である場合、或いは曖昧な

ときは必ず確認すること。 

ｉ 航路内で他船と接近した場合は、減速等の有効な方法をとり、安易に

航路離脱、また無理な追越しを行わないこと。 

 （ｊ、ｋは省略） 

(2) 安全管理マニュアル 

Ａ1 社の安全管理責任者の口述並びにＡ1 社の安全管理マニュアル及び「狭

水道、船舶輻輳海域航行手順書」によれば、次のとおりであった。 

Ａ1 社は、安全管理システムを構築し、平成１７年９月５日に財団法人日本

海事協会から適合認定証の交付を受けていた。また、管理船舶に対する安全

管理マニュアル及び手順書を作成し、平成１７年１１月２日に同協会からＡ

船に船舶安全管理認定書が交付されていた。 

    Ａ1 社では、安全管理マニュアル及び手順書により、Ａ船の安全管理を行っ

ていた。また、「狭水道、船舶輻輳海域航行手順書」には、次のとおり定めら

れていた。 

    ２.1 狭水道通峡の航行計画 

      船長は、狭水道通峡の航行計画を立てるに当たって、以下の事項等 

     を考慮する。 

       (1)～(7) （省略） 

       (8) 船舶輻輳の具合、漁船密集水域、工事等の有無 

       (9) 船舶の操縦性能 

       (10) 速力調整の要否 

  ２.２ 狭水道通峡前の点検、確認事項 

       船長は、狭水道通峡前に、以下の事項等について点検、確認する。 

      (1)～(8) （省略） 

      (9) 状況に応じ、航海士、操舵員の増員 

      (10) 手動操舵、コンパス、各種航海計器の作動 

      (11) ＶＨＦ１６CH 又はローカルルールで定められたチャンネルの

聴取 

      （12） （省略） 
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  ２.３ 狭水道の航行 

      (1) 船長は、船橋にあって自ら操船の指揮を執る。 

      (2) 船長は、状況に応じ、航海士、操舵員を増員する。 

      (3) 船長は、状況に応じ、エコーサウンダーを使用する。 

      (4) 船長は、状況に応じ、スタンバイエンジンを発令する。 

   ３ 船舶輻輳海域航行 

  ３.1 船舶輻輳海域に於ける当直航海士の対応 

      （省略） 

  ３.２ 船舶輻輳海域に於ける船長の対応 

      (1) 船長は、当直航海士より、船舶輻輳海域を航行する可能性があ

るとの報告を受けた場合、直ちに、昇橋、状況を確認し、必要

な場合、自ら操船の指揮を執る。 

      (2) 船長は、状況に応じ、航海士、操舵員を増員する。 

      (3) 船長は、状況に応じ、機関部に連絡し、機関を直ちに使用でき

る状態にする。 

（以下省略） 

  (3) 安全教育の実施 

Ａ1 社の安全管理責任者及び船長Ａの口述並びにＡ船の乗組員安全教育実施

報告書によれば、次のとおりであった。 

Ａ1 社の安全管理責任者は、毎月１回Ａ船を訪船し、安全運航に関する資料

を配布するとともに、乗組員に対する安全教育を行っていた。 

 

２.１０ Ｂ船の安全管理 

  (1) 安全管理システム 

    Ｂ社は、ＩＳＭコードに基づく安全管理システムを構築し、２００８年７月

２５日に大韓民国船級協会から適合認定証の交付を受けていた。 

  (2) 安全教育の実施 

    Ｂ社の安全管理担当者は、大韓民国釜山
プ サ ン

港で燃料を補給する際などに訪船し、

乗組員に対する安全運航に関する教育を行っていた。 

 

２.１１ 積荷の流出による環境への影響等に関する情報 

 船長Ａの口述によれば、Ａ船の左舷後部５番タンクに破口を生じ、水島港で計測し

た結果、積荷のジェット燃料が約１５kℓ流出した。 

海上保安庁の調査結果によれば、流出したジェット燃料は、拡散蒸発して漁業への

被害はなく、環境への影響もなかった。 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

    (1) Ａ船 

① Ａ船は、２０時１２分ごろ、鍋島灯台から３１４°２.４Ｍ付近におい

て、針路約１５３°及び速力約１３.０kn で水島航路を航行中、船長Ａが、

備讃マーチスから北航路を西進中のＢ船及びＣ船に関する情報提供を受け、

レーダーによりＢ船と北航路と水島航路との交差部付近で接近することを

確認し、Ｂ船を避航するため、左転してＢ船の後方を通過することにした。 

② 船長Ａは、２０時１６分ごろ、鍋島灯台から３０２°１.６Ｍ付近にお

いて、左舷船首２９°１.５Ｍ付近に北備讃瀬戸大橋付近を西進するＢ船

のマスト灯２個及び右舷灯を初めて視認した。船長Ａは、間もなくＢ船の

左舷後方にＤ船の灯火を視認し、Ｄ船が右転して紅灯を見せるようになり、

Ｂ船の右舷側に出て水島航路に向けて北進を始めたので、Ａ船が左転して

Ｂ船の後方を通過することが困難となった。 

③ 船長Ａは、２０時１８分ごろ（衝突の約３分前）、Ｂ船の方位に明確な

変化がないことを知ったが、上記②の状況にあったことから、２０時１９

分ごろ（衝突の約２分前）、５号灯浮標を通過した頃、Ｂ船の船首方向を

横切ろうとして、右転して３号灯浮標に向けた。 

④ 船長Ａは、２０時２０分ごろ（衝突の約１分前）、Ｂ船と約０.２Ｍに接

近したので、右舵一杯をとって衝突を避けようとしたが、Ａ船が右回頭中、

速力が約１１kn になった頃、Ａ船の左舷後部とＢ船の右舷船首部とが衝

突した。 

(2) Ｂ船 

① Ｂ船は、北航路に沿って針路約２５０°及び速力約１０.３kn で航行し、

２０時１２分ごろ、鍋島灯台から１０１°１,０００ｍ付近において、北

備讃瀬戸大橋橋梁灯（Ｃ２灯）に向く約２６０°に変針した。 

② 船長Ｂは、２０時１６分ごろ、鍋島灯台から２３４°５００ｍ付近にお

いて、北備讃瀬戸大橋を通過し、針路約２７７°で北航路をこれに沿って

航行中、右舷船首３５°１.５Ｍ付近にＡ船のマスト灯２個及び紅灯を初

めて視認し、その後、Ａ船の方位に変化がない状態で接近したが、針路及

び速力を保持して西進した。 

③ 船長Ｂは、２０時２０分ごろ、Ａ船が右舷前方０.２Ｍ付近に接近した
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ので、半速力前進に減速したのち、機関を停止及び左舵一杯としたが、Ｂ

船が左回頭中、Ｂ船の船首部とＡ船の左舷後部とが衝突した。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２１年１２月２１日２０時２１分ごろで、

発生場所は、鍋島灯台から２６２°１.１Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

3.1.3  Ａ船から見たＢ船の方位変化 

  ２.１から、Ａ船から見たＢ船の方位変化は、次表のとおりであり、両船が互い

に視野の内に入ったのち、Ａ船から見たＢ船の方位に明確な変化はなく、両船は、

衝突するおそれがある態勢で接近していたものと考えられる。 

時  刻   Ａ船から見たＢ船の方位及び距離 

２０時１６分ごろ １３２°１.５４Ｍ（２,８６０ｍ）付近 

２０時１７分ごろ １３２°１.２０Ｍ（２,２２０ｍ）付近 

２０時１８分ごろ １３２°０.８５Ｍ（１,５８０ｍ）付近 

２０時１９分ごろ １３５°０.５３Ｍ（９８０ｍ）付近 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

    ① ２.４から、船長Ａは、適法で有効な海技免状を有していた。 

② ２.４から、船長Ｂは、大韓民国発給の海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

    ① Ａ船 

2.5.3(1)から、マスト灯２個、両舷灯、船尾灯及び紅色せん光灯を表示

していた。船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考え

られる。 

② Ｂ船 

2.5.3(2)から、マスト灯２個、両舷灯及び船尾灯を表示していた。船体、

機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考えられる。 

 

 3.2.2 見張り及び操船の状況に関する解析 

２.１、2.5.3 及び２.６から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

① 船長Ａは、Ｂ船を初認する前、備讃マーチスからＢ船及びＣ船の間を通



 - 17 -

過するのが安全であるとの情報提供を受け、レーダーにより、北航路を西

進するＢ船とは、水島航路と北航路の交差部付近で接近することを確認し、

左転してＢ船の後方を通過することにした。 

② 船長Ａは、Ｂ船を初認したのち、Ｂ船の左舷後方にＣ船及びＤ船の灯火

を視認し、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船の動静に意識を集中していた。 

③ 船長Ａは、Ｂ船が方位に明確な変化がない状態で接近し、一方、Ｄ船が

Ｂ船の右舷側に進出し、右転して水島航路に向けて北進を始めたため、Ａ

船がＢ船の後方に向けるために左転すれば、Ｄ船と接近すると判断し、Ｂ

船の後方を通過することが困難となった。 

④ 船長Ａは、Ｂ船の灯火を初認した際、レーダーにＢ船との最接近距離が

約０.２Ｍであると表示されていたこと、及びＢ船に比べてＡ船の速力が

約１kn 速かったことから、少し右転すればＢ船の船首方向を横切ること

ができると思い込み、Ｂ船の進路を避けずに右転して右舷船首方にある３

号灯浮標に向けた。 

⑤ 船長Ａは、Ｂ船が衝突するおそれがある態勢で左舷船首０.２Ｍ付近に

接近したので、衝突の危険を感じ、右舵５０°までとって右回頭を始めた

が、Ｂ船と衝突した。 

   (2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、２０時１２分ごろ、鍋島灯台から１００°９７０ｍ付近にお

いて、北備讃瀬戸大橋橋梁灯（Ｃ２灯）を船首目標とし、針路約２６０°

として北航路をこれに沿って中央付近を航行した。 

② 船長Ｂは、２０時１６分ごろ、北備讃瀬戸大橋を通過したのち、水島航

路を南進するＡ船のマスト灯２個及び左舷灯（紅灯）を初めて視認した。 

③ 船長Ｂは、海上交通安全法の規定により、水島航路を航行するＡ船が北

航路を航行するＢ船を避けなければならないので、Ａ船がＢ船の進路を避

けてくれると思い、針路及び速力を保持して航行した。 

④ 船長Ｂは、Ａ船がＢ船を避けずに接近したことから、Ａ船が水島航路か

ら北航路に入り、北航路を西進するものと思い込み、衝突を避けるための

最善の協力動作をとらずに、針路及び速力を保持して航行した。 

⑤ 船長Ｂは、Ａ船が右舷前方約０.２Ｍに接近したので、衝突の危険を感

じ、半速力前進としたのち、機関停止及び左舵一杯としたが、Ａ船と衝突

した。 

 

 3.2.3 航法に関する解析 

  ２.８、3.1.1 及び 3.1.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 
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本事故は、Ａ船及びＢ船が互いに他の船舶の視野の内にあり、水島航路をこれ

に沿って航行しているＡ船と北航路をこれに沿って西の方向に航行しているＢ船

とが衝突するおそれがある態勢で接近し、両航路の交差部で衝突したことから、

両船には、海上交通安全法第１９条第１項の規定が適用されることになり、Ａ船

がＢ船の進路を避けなければならず、一方、Ｂ船は、海上衝突予防法第１７条の

規定により、針路及び速力を保持して航行し、避航船であるＡ船と間近に接近し

たため、Ａ船の動作のみではＡ船との衝突を避けることができないと認める場合

は、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならなかった。 

 

 3.2.4 気象及び海象の状況 

  ２.７から、事故当時、事故発生場所付近における気象及び海象は、次のとおり

であったものと考えられる。 

天気 晴れ、風向 西北西、風力 ４、視界良好、潮汐 ほぼ低潮時、潮流 西

流約０.７kn 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.2.2 及び 3.2.3 から、次のとおりであった。 

(1) 船長Ａは、水島航路をこれに沿って南進中、Ｂ船を初認する前、備讃マー

チスからＢ船及びＣ船の間を通過するのが安全であるとの情報提供を受け、

レーダーにより水島航路と北航路の交差部付近でＢ船と接近することを確認

し、左転して北航路を西進するＢ船の後方を通過することにしたものと考え

られる。 

(2) 船長Ａは、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船の灯火を視認し、各船の動静に意識を集中

していたものと考えられる。 

(3) 船長Ａは、Ｂ船の方位に明確な変化がない状態で接近し、一方、Ｄ船が右

転してＢ船の右舷側に進出し、水島航路に向けて北進を始めたので、Ａ船が

左転すれば、Ｄ船と接近するので、Ｂ船の後方を通過することが困難となっ

たものと考えられる。 

(4)  船長Ａは、Ｂ船の灯火を初認した際、レーダーによりＢ船との最接近距離

が約０.２Ｍであると表示されていたこと、及びＢ船に比べてＡ船の速力が

約１kn 速かったことから、少し右転すればＢ船の船首方向を横切ることが

できると思い込んだものと考えられる。 

(5) 船長Ａは、上記(4)から、Ｂ船の進路を避けずにＢ船の船首方向を横切ろ

うとし、右転して３号灯浮標に向けたものと考えられる。 

(6)  船長Ａは、Ｂ船と約０.２Ｍに接近したとき、衝突の危険を感じて右舵を
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５０°までとったが、衝突したものと考えられる。 

(7) 船長Ａは、Ｄ船が右転したことにより、左転してＢ船の後方を通過するこ

とが困難となったとき、大幅な減速又は停止していれば、本事故の発生を回

避することができた可能性があると考えられる。 

(8) 船長Ｂは、北航路をこれに沿って西進中、北備讃瀬戸大橋を通過したのち、

水島航路を南進するＡ船の灯火を視認したが、海上交通安全法の規定により、

水島航路を航行するＡ船が北航路を航行するＢ船を避けなればならないので、

Ａ船がＢ船の進路を避けてくれると思い、針路及び速力を保持して航行した

ものと考えられる。 

(9) 船長Ｂは、Ａ船がＢ船を避けずに接近したことから、Ａ船が水島航路から

北航路に入り、北航路を西進するものと思い込み、衝突を避けるための最善

の協力動作をとらずに、針路及び速力を保持して航行したものと考えられる。 

(10) 船長Ｂは、Ａ船が右舷方０.２Ｍ付近に接近したので、衝突の危険を感じ

て半速力前進としたのち、機関停止及び左舵一杯としたが、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。  

 

３.３ 積荷の流出による環境への影響等 

 ２.１１から、次のとおりであったものと考えられる。 

Ａ船は、左舷後部５番タンクに破口を生じ、積荷のジェット燃料が約１５kℓ流出し

たが、拡散蒸発して漁業への被害はなく、環境への影響もなかった。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、夜間、北航路と水島航路との交差部において、Ａ船が水島航路をこれに

沿って南進中、Ｂ船が北航路をこれに沿って西進中、互いに視野の内にある両船が衝

突するおそれがある態勢で接近した際、Ａ船が、Ｂ船の進路を避けずにＢ船の船首方

向を横切ろうとして航行し、また、Ｂ船が、衝突を避けるための最善の協力動作をと

らずに針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

Ａ船がＢ船の進路を避けずに船首方向を横切ろうとしたのは、船長Ａが、Ｄ船がＢ

船の右舷側に進出して水島航路に向けて北進を始めたので、Ａ船が左転してＢ船の後

方を通過することが困難になった際、Ｂ船の灯火を初認したとき、レーダーによりＢ

船との最接近距離が約０.２Ｍであると表示されていたこと、及びＢ船に比べてＡ船
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の速力が約１kn 速かったことから、Ａ船が少し右転すれば、Ｂ船の船首方向を横切

ることができると思い込んだことによるものと考えられる。 

Ｂ船が衝突を避けるための最善の協力動作をとらずに針路及び速力を保持して航行

したのは、船長Ｂが、Ａ船が水島航路から北航路に入り、北航路を西進するものと思

い込んだことによるものと考えられる。 

    

 

５ 所 見 

 

本事故は、夜間、北航路と水島航路との交差部において、水島航路を南進するＡ船

と北航路を西進するＢ船とが互いに視野の内にあり、衝突するおそれがある態勢で接

近し、衝突したことにより発生したものと考えられる。 

船長Ａは、Ａ船が避航船であるので、左転してＢ船の後方を通過するつもりでいた

ところ、Ｄ船が水島航路に向かって北進を始め、Ａ船と左舷を対して通過する態勢と

なり、Ａ船が左転することが困難になった際、Ｂ船を初認したときのレーダー情報に

基づきＢ船の船首方向を横切ることができるものと思い込み、Ｂ船の進路を避けずに

船首方を横切ろうとして航行し、衝突したものと考えられる。 

海上衝突予防法第５条（見張り）により、船舶は、他の船舶と衝突のおそれについ

て十分に判断することができるように、常時適切な見張りを行うことが求められてお

り、また、同法第８条（衝突を避けるための動作）により、船舶は、他の船舶と衝突

を避けるための動作をとる場合には、できる限り、十分に余裕のある時期に、船舶の

運用上の適切な慣行に従ってためらわずにその動作をとることが求められている。 

Ａ船が、左転してＢ船の後方を通過することが困難となった際、これらの規定を遵

守してＢ船を初認したときのレーダー情報ではなく、常時適切な見張りを行って得ら

れる最新の情報により、状況を判断していれば、Ｂ船の進路を避けるには、海域の広

さなどから、減速か停止しかなく、また、両船の接近状況などから、速やかにこれら

の動作をとる必要があることに気付き、本事故の発生を回避できた可能性があると考

えられる。 

したがって、船舶は、他船との衝突のおそれについて十分に判断できるよう常時適

切な見張りを行い、他船との衝突を避けるための動作は、十分に余裕のある時期に、

適切な動作をためらわずに行うことが望まれる。 
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６ 参考事項 
 

Ａ2 社では、本事故を踏まえ、平成２２年４月２０日に安全管理基準を改訂し、狭

水道を通過する場合の順守事項について、次の２項目を追加し、各船に周知した。 

  ｎ 水島航路と備讃瀬戸北航路との交差部 

    水島航路から備讃瀬戸北航路に入航する場合は、与島の北端に正横するまで

に速力を１０ノット以下に減じること。 

  ｏ 見通しの悪い交差部 

    見通しが悪く、他の船舶の存在が把握できない場合は、速力を減じて交差部

に進入すること。 
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付図１ 事故発生場所及び付近 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

岡山県 

香川県

小豆島 

事故発生場所 

（平成２１年１２月２１日２０時２１分ごろ発生） 

水島港 

岡山県

香川県

兵庫県 

小豆島



 - 23 -

付
図
２
 
推
定
航
行
経
路
図
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 24 -

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 
 

時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（度-分-秒） 

東 経 

（度-分-秒）

船首方位

（°） 

針路

（°） 

速力 

（kn） 

20:12:07 34-24-36.1 133-47-22.3 149 153 13.0 

20:13:07 34-24-24.3 133-47-29.0 157 158 12.9 

20:15:07 34-24-00.5 133-47-40.7 158 159 12.8 

20:16:07 34-23-48.4 133-47-46.3 158 159 13.0 

20:17:06 34-23-36.2 133-47-51.6 160 161 13.3 

20:18:06 34-23-23.6 133-47-56.9 159 160 13.5 

20:18:56 34-23-12.8 133-48-01.1 161 162 13.6 

20:19:56 34-22-59.6 133-48-04.6 168 171 13.6 

20:20:34 34-22-51.1 133-48-06.1 195 180 12.6 

20:20:46 34-22-48.8 133-48-06.6 216 201 11.2 

20:20:55 34-22-47.3 133-48-04.6 227 211 10.3 

20:21:00 34-22-46.7 133-48-04.1 232 218 10.0 

20:21:15 34-22-45.2 133-48-02.1 245 237  9.4 

（注）船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録 
 

時 刻 

（時:分:秒） 

北 緯 

（度-分-秒） 

東 経 

（度-分-秒）

船首方位

（°） 

針路

（°） 

速力 

（kn） 

20:10:04 34-22-56.6 133-50-28.1 286 250 10.3 

20:11:04 34-22-53.0 133-50-16.2 290 251 10.5 

20:12:04 34-22-50.6 133-50-03.6 296 260 10.8 

20:13:05 34-22-49.1 133-49-50.5 297 262 11.1 

20:14:05 34-22-47.2 133-49-36.8 292 258 11.5 

20:15:05 34-22-45.2 133-49-23.1 308 268 11.4 

20:16:05 34-22-46.2 133-49-09.5 312 277 11.2 

20:17:05 34-22-47.8 133-48-56.2 311 277 11.1 

20:18:05 34-22-49.3 133-48-42.7 312 278 11.0 

20:18:55 34-22-50.4 133-48-32.0 312 275 11.1 

20:20:05 34-22-50.4 133-48-16.3 295 265 11.1 

20:20:34 34-22-49.3 133-48-09.7 288 255 11.0 

20:20:58 34-22-48.1 133-48-05.8 239 237 8.1 

20:21:44 34-22-42.8 133-48-02.2 259 218 7.6 

（注）船位は、ＧＰＳアンテナの位置である。 

（船首方位と針路の方位差は、ジャイロコンパスのエラーによるものと考え

られる。） 
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写真１ Ａ船 
 

     

 

写真２ Ａ船の損傷状況（左舷船尾部） 
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写真３ Ｂ船 
 

     

 

写真４ Ｂ船の損傷状況（右舷船首部） 

     




